
り災証明書について
り災証明書は、災害による住家の被害

について、市町が被害認定調査(※)を行い、
その判定結果により、住家の被害の程度
を公的に証明する書類です。

応急仮設住宅への入居や被災者生活再
建支援金の申請など、各種支援制度を活
用するために必要となる場合があります。

★「応急危険度判定」とは別の調査です
応急危険度判定は、建物の倒壊や部材の

落下などによる二次災害を防止するための
調査です。応急危険度判定で「危険」と判
断されても、被害認定調査で「全壊」にな
るとは限りません。

申請方法

●お住まいの市町が定める申請書に必要事項を記入し、提出して

ください。

※マイナポータルや電子申請フォームから申請できる市町もあります。
詳しくはお住まいの市町のHPなどでご確認ください。

●地震により、お住まいの市町を離れて避難されている方は、
県内の避難先または最寄りの市町の窓口でも申請できます。
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判 定 区 分

全 壊
大規模
半 壊

中規模
半 壊

半 壊 準半壊
一部
損壊

50%以上
40%以上
50%未満

30%以上
40%未満

20%以上
30%未満

10%以上
20%未満

10%未満

※被害認定調査とは

みほん

住宅に貼られている判定結果
とは別のものです

石川県危機対策課

➢屋根･壁などの破損、傾斜の発生などによる住家の被害割合を市町が国の
基準に基づいて算出し、認定します。

注：全壊など一見して居住することが困難であると認めら
れる場合や、ライフラインが途絶し、長期にわたり自宅
に居住できないと市町長が認める地域の場合は、り災証
明書の発行前でも、仮設住宅などに入居できます。


